
施策名

施策の概要

達成すべき目標

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

基準値 目標値

年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 年度

- - 15.0% 55.8% 83.0% 90% 100.0%

- - - - 100.0%

基準 目標

年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 年度

- - 2.3% 5.1% 9.3% 調査中
増加傾向
の維持

- - - - -

政令市・中核市・特例市以外の市町村
における地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）の策定率（％）

実績値

年度ごとの目標値

目標の達成状況
地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）については、特例市以
上の地方公共団体において着実に策定自治体数が増加しており、特例市未満
についても増加傾向にある。

3,997 84,043 （※記入は任意）

京都議定書目標達成計画　第３章第１節２．「地方公共団体」の基本的役割及び第３章第３節１．総合的・計画的な施策の実
施

測定指標

1
都道府県・政令市・中核市・特例市にお
ける地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）の策定率（％）

実績値

年度ごとの目標値

2

繰り越し等（ｃ） 4,439 - （※記入は任意）

合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 4,521 84,080 （※記入は任意）

執行額（百万円）

96

補正予算(b) - 84,000 -
施策の予算額・執行額等

区分 22年度 23年度 24年度 25年度

予算の
状況

（百万円）

当初予算（ａ） 82 80

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

（環境省24-36）

目標８－２　環境に配慮した地域づくりの推進

地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定推進と地域における地球温暖化対策の取組を支援することに
より、低炭素な地域づくりを推進するとともに、公害防止計画に基づく取組を支援するなど、災害にも強く、環境に配慮した地
域づくりを推進する。

すべての都道府県・政令市・中核市・特例市において地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）を早期に策定
し、それ以外の地方公共団体においても策定を推進するとともに、具体的な対策の実施等を通じ低炭素な地域づくりを推進す
る。また、災害にも強く、環境に配慮した地域づくりを推進する。

学識経験を有する者の知見の
活用

政策評価を行う過程において使
用した資料その他の情報

担当部局名

大学教授や専門機関の研究者等を含めた検討会にて、土地利用・交通分野、地区・街区分野における温室効果ガスの削減
手法や削減効果、実施手法等の詳細について調査を行った。

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査結果

総合環境政策局環境計画課 作成責任者名 岡谷　重雄 政策評価実施時期 平成25年６月

施策に関する評価結果

目標期間終了時点の総括

　地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定率は、着実に
増加しており、概ね期待どおりの成果をあげていると言える。
　地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）については、地方自治
体を対象として説明会を実施したほか、計画策定の参考となるよう、先進的な取
組を盛り込みつつ地方自治体が実際に利用し易い実行計画策定マニュアルへ
の全面改定に向け検討を行った。
　また、地域における地球温暖化対策の実施を促進するため、グリーンニュー
ディール基金等により前年度に引き続き支援を行った。
　こうした計画策定と対策実施への支援により、低炭素な地域づくりが促進され
たが、より一層取組を促進する必要がある。


